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午後１時３０分開会

第２庁舎８階　８０１会議室

日程

第１

第２

第３

第４

第５

第６

第７

第８

第９ １

２

３

４

５

６

７

８

第１０

第１１

小金井市総合体育館・栗山公園健康運動センター指定
管理者の自主事業の再開について

図書館システムの更新に係る臨時休館について

その他

代 処 第 ９ 号職員の人事異動に係る代理処理について

代処第１０号社会教育主事等の任命に関する代理処理について

会議録署名委員の指名

今後の日程

教育課程の届出報告について

小・中学校教育管理職及び教員の異動について

小金井市立学校部活動の地域連携に関する検討委員会
からの答申について

議案第２２号小金井市文化財保護審議会委員の委嘱について

議案第２３号小金井市スポーツ推進委員の委嘱について

報 告 事 項 寄付の収受について

代 処 第 ７ 号
小金井市学校運営協議会委員の解嘱に関する代理処理につい
て

代 処 第 ８ 号
小金井市学校運営協議会委員の委嘱に関する代理処理につい
て

議案第２１号小金井市公立学校職員出勤簿整理規程の一部改正について

令和８年第４回小金井市教育委員会定例会議事日程

議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　題

代 処 第 ５ 号
小金井市教育委員会教育長事務決裁及び専決規程の一部を改
正する規程に関する代理処理について

代 処 第 ６ 号
小金井市学校運営協議会に関する規則の一部を改正する規則
に関する代理処理について



代処第５号 

 

 

小金井市教育委員会教育長事務決裁及び専決規程の一部を改正する規程に 

関する代理処理について 

 

 

 このことについて、小金井市教育委員会教育長に対する事務委任規則（昭和３２年

教育委員会規則第６号）第４条第１項の規定により別紙のとおり代理処理したので、

同条第２項の規定に基づきその承認を求める。 

なお、本案件は小金井市教育委員会教育長事務決裁及び専決規程の一部を改正する

必要が生じたが、教育委員会の議決すべき事項で特に緊急を要し、教育委員会を開催

する時間的余裕がないため、別紙のとおり代理処理したものである。 

 

 

     令和８年４月１６日提出 

 

 

          小金井市教育委員会 

          教育長 大 熊 雅 士 



（写） 

 

代 理 処 理 書 

 

 小金井市教育委員会教育長事務決裁及び専決規程（平成元年教育委員会規程第１０

号）の一部を改正する必要が生じたが、教育委員会の議決すべき事項で教育委員会を

開催する時間的余裕がないため、小金井市教育委員会教育長に対する事務委任規則

（昭和３２年教育委員会規則第６号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり代理

処理する。 

 

 

   令和８年３月３０日 

 

 

        小金井市教育委員会 

教育長 大 熊 雅 士 

         

 

 



   小金井市教育委員会教育長事務決裁及び専決規程の一部を改正する規程 

 

小金井市教育委員会教育長事務決裁及び専決規程（平成元年教育委員会規程第１０ 

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第６条第１項中「第２条第５号」を「第２条第４号に規定する財務会計システム又

は同条第５号」に改める。 

 

   付 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 



代処第５号資料 

 

 

小金井市教育委員会教育長事務決裁及び専決規程の一部を改正する規程新旧対照表 

 

改正規程 現行規程 備考 

（代決の方法） （代決の方法）  

第６条 前２条の規定により代決した場合（小金井市文書管

理規程（平成１６年規程第３号）第２条第４号に規定する

財務会計システム又は同条第５号に規定する文書管理シ

ステムにより代決した場合を除く。）は、起案用紙の該当

欄に代決者の認印を押し、その右上方に「代」と記さなけ

ればならない。 

第６条 前２条の規定により代決した場合（小金井市文書管

理規程（平成１６年規程第３号）第２条第５号に規定する

文書管理システムにより代決した場合を除く。）は、起案

用紙の該当欄に代決者の認印を押し、その右上方に「代」

と記さなければならない。 

 

２ 省略 ２ 省略  

   

   付 則   

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。   

 









代処第６号資料 

小金井市学校運営協議会に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正規則 現行規則 備考 

（学校運営に関する基本的な方針） （学校運営に関する基本的な方針）  

第４条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度

基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

第４条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度

基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

 

⑴ ⑴  

    省略     省略  

 ⑷  ⑷  

⑸ 対象学校の業務量管理・健康確保措置の実施に関するこ 

と。 

 号の追加 

⑹  省略 

２ 省略 

⑸  省略 

２ 省略 

 

（委員の任命又は委嘱） （委員の任命） 用語の整備 

第８条 協議会の委員は、１５人以内とし、次に掲げる者のう

ちから教育委員会が任命又は委嘱する。 

第８条 協議会の委員は、１５人以内とし、次に掲げる者のう

ちから教育委員会が任命する。 

 

⑴ ⑴  

      省略     省略  

⑸   ⑸     

２ 前項の規定による任命又は委嘱に当たり、対象学校の校長

は、委員の任命又は委嘱に関する意見を申し出ることができ

る。 

３ 第１項の任命又は委嘱に当たり、教育委員会は、対象学校

の校長に対し、委員の候補者について推薦を求めることがで

きる。 

２ 前項の規定による任命に当たり、対象学校の校長は、委員

の任命に関する意見を申し出ることができる。 

 

３ 第１項の任命に当たり、教育委員会は、対象学校の校長に

対し、委員の候補者について推薦を求めることができる。 

同上 

 

（委員の解任又は解嘱） （委員の解任） 同上 

第１２条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合の

ほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

委員を解任又は解嘱することができる。 

第１２条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合の 

ほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

委員を解任することができる。 

同上 

⑴ ⑴  

    省略    省略  

 ⑶  ⑶     

～ 

～ 

～ 

～ 

～ ～ 
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２ 省略 ２ 省略  

３ 教育委員会は、委員を解任又は解嘱するときは、当該委員

にその理由を示さなければならない。 

 

３ 教育委員会は、委員を解任するときは、当該委員にその理

由を示さなければならない。 

同上 

   付 則   

この規則は、令和８年４月１日から施行する。   

 



















































議案第２２号 

 

 

小金井市文化財保護審議会委員の委嘱について 

 

 

 小金井市文化財保護条例第３９条に定める小金井市文化財保護審議会委員（第１１

期）を別紙のとおり委嘱する。 

 

 

令和８年４月１６日提出 

 

小金井市教育委員会 

教育長 大 熊 雅 士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 小金井市文化財保護審議会委員が、令和８年５月１０日をもって任期満了となるの

で、新たに委員を委嘱するため、本案を提出するものであります。 



小金井市文化財保護審議会委員（第１１期）候補者 
 

任期 自：令和８年５月１１日 

至：令和１０年５月１０日 

  氏  名 専門分野 職業等 

1 二宮
にのみや

 修
しゅう

治
じ

 
文化財保存科学 東京学芸大学名誉教授 

2 孤島
こじま

 法夫
のりお

 
郷土史 真蔵院住職 

3 伊藤

いとう

 裕

ひろ

久

ひさ

  
建築学 東京理科大学名誉教授 

4 鈴木
すずき

 廣之
ひろゆき

 美術史 東京学芸大学名誉教授 

5 椎名
しいな

 豊
とよ

勝
かつ

 植物学 一般社団法人日本樹木医会 

6 太田
おおた

 和子
かずこ

 近世史 元国分寺市役所職員 

 

 



議案第２３号 

 

 

小金井市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

 

 小金井市スポーツ推進委員に関する規則第４条の規定に基づき、第３２期小金井市

スポーツ推進委員（追加）を別紙のとおり委嘱する。 

 

 

令和８年４月１６日提出 

 

小金井市教育委員会 教育長  大 熊 雅 士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 第３２期小金井市スポーツ推進委員について、欠員が生じていることから、新たに

追加の委員を委嘱するため、本案を提出するものであります。 



                                                       至：令和１０年３月３１日

№ 氏　名 委員歴 特技等 推薦団体

24 吉田
ヨシダ

　晃基
コウキ

新任 水泳

25 鈴木
スズキ

　直子
ナオコ

８年 剣道

小金井市スポーツ推進委員候補者名簿

　　　　　　　　　　　　　　　　                                任期  自：令和 ８ 年４月１６日

小金井市
教育委員会
生涯学習部
生涯学習課



議案第２３号資料 

 

小金井市スポーツ推進委員の委嘱について（追加） 

 

１ 候補者数（追加） 

 ２人 

 

２ 任期 

  ２年（令和８年４月１６日から令和１０年３月３１日まで） 

 

３ 男女比 

 男性１３人（前期比＋４人）、女性１０人（前期比△３人） 

 

４ 年齢 

  平均年齢 ５０．８歳（前期比△３．９歳） 

  男性平均年齢 ４７．３歳  女性平均年齢 ５５．３歳 

  

５ 再任・新任人数 

  再任１７人 新任６人 

 

６ 特技別 

   球技（１６人 内訳：野球２人、サッカー５人、バレーボール１人、ソフトボ

ール３人、テニス１人、卓球２人、バスケットボール１人、アメリカンフットボ

ール１人）、水泳（２人）、陸上競技（１人）、体操（１人）、ダンス（１人）、全般

（１人）、剣道（１人） 



報告事項１資料 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ６ 日
学 校 教 育 部 学 務 課

品名 数量 金額 寄附者 備考

絵本「そらくんのすてきな給
食」文研出版

１５冊 ２６，４００円 花山　美奈子様 各校へ

ランドセル ２個 １０９，８００円 藤野　航太様 社協へ譲与

食育絵本「えどこがねじる」 １２０冊 ５７２，８８０円
東京小金井ロータ
リークラブ様

各校、児童館、図書館等へ

現金 １枚 １０，０００円
市外在住者（匿

名）

いじめ反対の国際的キャン
ペーン「ピンクシャツデー」の
新聞記事（一中）を見た方から
感銘を受けたと御寄付あり。

卓球台 １台 ２９８，０００円 長本　吉斉様 緑小へ

図書室用図書 １２９冊 ２９５，５７０円
東京小金井さくら
ロータリークラブ様

市立小学校

ありがとうノート １，０６０冊 ３１７，１５２円
東京小金井ロータ
リークラブ様

市立小学校第１学年

ランドセルカバー １，１５０枚 ３３７，７５５円
東京小金井ライオ
ンズクラブ様

市立小学校第１学年

令和７年度寄附物品の収受一覧



報告事項２資料  

令和８年４月１６日 

学校教育部指導室  

 

教育課程の届出報告について 

 

 

１ 授業変革の推進 

第一小学校 

・児童が主体的に考え、話し合い、表現する授業の充実 

・児童が問いをもち、学習活動を見通し、振り返りを行う探究的な活動の展開 

・ＩＣＴ端末の効果的な活用による「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な推進 

第二小学校 

・対話を取り入れた授業及び探究的な要素をもつ活動、体験活動の日常的な実施 

・自己選択・自己決定を行う場面や対話、振り返りを計画的に位置付けた児童主体の授業の展開 

・児童の発達段階に応じた９年間を見通したデジタル・シティズンシップ教育の推進 

第三小学校 

・あらゆる教育活動の中で「考え、判断し、表現する」場面の設定 

・デジタル学習基盤を有効的に活用した個別最適な学び及び子ども同士の対話の充実 

・理科における体験的活動の充実、課題発見・解決する力や探究心の育成 

第四小学校 

・「四小スタイル」として、児童が主体的に学びをデザインしていく力の育成 

・「問い」の発見を重視し、主体的な課題解決に向けた学習方法の選択や対話活動の充実 

・ＩＣＴ端末等を活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実 

東 小 学 校 

・自ら学び考える力を育成し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 

・問題解決型の学習や探究的な学習、対話的な活動の充実 

・異学年交流・地域人材との交流などを通した児童の自主的・実践的な交流活動の充実 

前原小学校 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現、「問い」の発見・解決に向けた授業改善 

・全ての授業を通した、問いと活発な対話を引き出す指導の工夫の実施 

・デジタル学習基盤を活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現 

本町小学校 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業変革の推進 

・児童主体の複線型の学びや必然的に対話の生まれる授業を重視した校内研究・研修の充実 

・学びに向かう力や仲間と共に課題解決していく力の育成 

緑 小 学 校 

・個に応じたきめ細かな指導による基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得 

・言語活動の充実、「問い」の発見や課題解決に挑む授業の実践 

・ＩＣＴの効果的な活用による問題解決型の学習や探究的な要素を持つ活動、体験活動の充実 

南 小 学 校 

・児童主体の学びと「問い」の発見や解決に挑む探究的な活動の充実 

・９年間を見通し、各学年の発達段階に応じたデジタル・シティズンシップ教育の推進 

・学び手中心の授業づくりの推進による「自律した学び手」の育成 

第一中学校 

・課題解決型のための質の高い対話の充実による「主体的・対話的で深い学び」の実現 

・探究的な要素を持つ活動や体験的な活動の実施 

・教科特性に応じた一人一台端末による「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実 

第二中学校 

・ＩＣＴ端末の効果的な活用による「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実 

・９年間を見通したデジタル・シティズンシップ教育の推進 

・探究的な活動等による「問い」の発見や解決に挑む授業の実践や対話活動の充実 

東 中 学 校 

・ＩＣＴ機器の活用の充実による「東中スタイル」のさらなる発展・定着 

・生徒が課題を見つけて自ら解決する能力を養う探究型授業の充実 

・９年間を見通したデジタル・シティズンシップ教育の推進 

緑 中 学 校 

・生徒主体の学びや探究的な要素を取り入れた授業改善の推進 

・教科横断的な視点を重視した探究的な学習過程を踏まえた学習活動の推進 

・生徒が自らの学びを振り返り、改善できる評価の充実 

南 中 学 校 

・「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実による、生徒主体の学びの実践 

・生徒の問いを誘発する指導の実践による生徒の資質・能力を引き出す授業力・指導力の向上 

・９年間を見通したデジタル・シティズンシップ教育の推進 

 



２ 子どもの権利の尊重 

第一小学校 

・多様性を包摂することを重視し、子どもの声を聴き、子どもの権利を尊重した教育課程の編成 

・自分も相手も大切にし、全ての人へ思いやりをもつ心の育成 

・子ども一人一人を認め大切にする雰囲気の醸成、温かい人間関係の育成 

第二小学校 

・子どもの声や意見を大切にする取組の推進、子どもの権利を尊重する学校づくり 

・支援を要する児童への校内委員会を中核とした組織的な教育支援体制の構築 

・障害理解教育、副籍交流を通した共生社会の実現に向けた心豊かな児童の育成 

第三小学校 

・子ども自身が自分ごととして考えることができるように「子どもの声や意見を聞く」取組の充

実 

・自他を大切にする心構えを身に付けるための心の教育の充実 

・子どもの権利を大切にする授業づくりの推進 

第四小学校 

・子どもの声や意見を取り入れた児童主体の活動の実施、子どもの権利を大切にした学校づくり 

・児童の声を生かした学級や学校を変革していく主体的な活動の推進 

・相談体制の確立及び組織的な対応の徹底による全ての児童の居場所づくり 

東 小 学 校 

・人権教育・生命尊重教育を進め、誰もが人として大切にされる温かな人間関係の育成 

・子どもの権利を大切にし、児童の声や意見を聞く取組、組織的な校内支援体制の充実 

・児童の特性を的確に把握し、不登校の未然防止や早期対策へ取組等、個に寄り添う支援の充実 

前原小学校 

・「子どもの権利を大切にする学校」を目指し、教員が子どもの声や意見を聞く取組の重視 

・互いに信頼関係で結ばれた明るく楽しい、安心・安全な学校づくり 

・児童の多様な諸課題の未然防止や早期解決のための組織的な校内支援体制の充実 

本町小学校 

・子どもの権利を大切にする学校づくり、児童の声や意見を聞く姿勢の充実 

・人権尊重の理念を重視し、自他の生命を尊重する態度を育てる心の教育の充実 

・教育支援センターの活用や日本語指導等による組織的な教育相談体制・校内支援体制の充実 

緑 小 学 校 

・豊かな心を育成するための思いやりの心を高める教育及び教育相談の充実 

・人権尊重の精神を基調とした教育の推進、組織的な校内支援体制や教育相談の充実 

・子どもの声や意見を聞く取組等を通した、子どもたちの人権感覚や人権意識の向上 

南 小 学 校 

・自他の生命を尊び、あらゆる偏見と差別のない豊かな心の教育の充実 

・児童の声や意見を聞く姿勢の充実、子どもの権利を大切にする学校づくりの推進 

・全教員が児童の声を積極的に聞き、組織的ないじめの未然防止、早期発見、早期対応の実施 

第一中学校 

・子どもの声や意見、子どもの権利を大切にした人権教育の推進 

・自他を尊重し、かけがえのない生命や多様性を大切にする等の心の教育の充実 

・様々な人権課題への理解を通して、偏見や差別のない、豊かな生き方を追求する生徒の育成 

第二中学校 

・全教員の人権感覚の向上、子どもの声や意見を聞く姿勢の充実による心の教育の充実 

・自発的・自治的な生徒会活動の支援による生徒の主体的な活動の充実 

・生徒の声や意見を聞く姿勢をもった、心の触れ合いを大切にした指導の充実 

東 中 学 校 

・自他の生命を尊重し、お互いを思いやる心を育む人権尊重教育の推進 

・人権をめぐる現代的な課題についての理解向上、子どもの声や意見を聞く場の設定による人権

教育・生命尊重教育の充実 

・チャレンジクラスの設置による多様な学びの場の充実 

緑 中 学 校 

・人権尊重の精神を全ての教育活動の基盤に位置付けた自他の生命尊重、思いやりの心の育成 

・互いに尊重し合う人間関係づくりを基盤にした生徒の自治的・自発的活動を促進 

・個別のニーズに応じた適切な指導・支援の展開 

南 中 学 校 

・全ての生徒が安心して学べる環境の整備、合理的配慮を意識・実践した授業の推進 

・生命尊重を第一に「一人一人を大切にする空気づくり」の醸成 

・教育相談の充実や関係諸機関と連携した組織的ないじめ防止・不登校対策の推進 



３ 地域連携・協働の推進 

第一小学校 

・地域の教育資源・社会環境の学習活動への積極的な活用 

・地域コーディネーターを中心とした地域学校協働活動の充実 

・地域人材を活用した特色ある教育活動の一層の充実、社会に開かれた教育課程の推進 

第二小学校 

・地域社会との連携・協働や学校ボランティア等の人材活用の推進 

・地域人材の協力を得た読み聞かせ活動や学校図書館の整備の継続 

・委員会活動でのハチドリプロジェクトに係る実践、地域や保護者への発信や連携 

第三小学校 

・コミュニティ・スクールとして、保護者や地域と連携・協働した児童の育成 

・地域の教育資源「もの・ひと・こと」を十分に活用した教育活動の充実 

・保護者や地域のボランティア、大学の教育専門家等、地域人材の活用の推進 

第四小学校 

・地域・近隣大学の教育資源や人材を生かした体験活動の充実 

・保幼児期と小学校との円滑な接続や、小学校・中学校との連続性を意識した指導 

・地域の人、物、生き物、自然に関わりながら主体的・探究的に取り組む態度の育成 

東 小 学 校 

・コミュニティ・スクールとして、学校・家庭・地域で未来を生きる子どもの姿の共有 

・地域学校協働本部と連携した地域人材や施設を活用した学習活動の推進 

・家庭や地域、関係機関と連携した、健康教育の充実・安全指導の推進 

前原小学校 

・学校と地域が目標やビジョンを共有し、「地域と共にある学校づくり」の実現 

・地域の教育資源を有効活用した質の高い教育環境の整備と児童の健全育成 

・地域担当の設置や地域連携活動年間計画の作成を通した持続可能な地域連携の構築 

本町小学校 

・保護者・地域との連携を密にした信頼される学校づくりの推進 

・地域人材や地域の教育力を活用した教育の質の向上、地域とともにある学校づくりの推進 

・家庭や地域住民の参画及び積極的な情報共有・情報発信を生かした学校運営の改善・充実 

緑 小 学 校 

・学校・家庭・地域の情報共有、学校評価を生かした学校運営の改善・充実 

・外部人材・保護者・地域・近隣大学等の教育力の活用による教育活動の充実 

・地域の教育資源の計画的な活用による学ぶ楽しさや実感を伴った理解を深める活動の充実 

南 小 学 校 

・「地域と共にある学校づくり」「学校を核とした地域づくり」の推進 

・地域の方の専門性や地域の大学・専門学校との連携による魅力ある教育活動の充実 

・地域との連携や外部人材の活用による、学区域内での児童の安全確保・キャリア教育の充実 

第一中学校 

・「社会に開かれた教育課程」を推進し、家庭・地域と連携した地域とともにある学校づくり 

・保護者や地域、関係機関と連携や協働による教育活動の改善 

・地域人材の積極的な活用による多様なニーズに対応した教育活動の推進 

第二中学校 

・学校運営協議会への地域住民の参画や熟議の充実 

・「社会に開かれた教育課程」の推進、地域・家庭と未来を生きる子どもの姿の共有 

・地域学校協働本部と連携した地域人材の活用や生徒が地域に貢献できる場の設定 

東 中 学 校 

・家庭や地域社会、関係諸機関との連携をさらに深めた地域とともにある学校づくりの構築 

・地域の人材や関係諸機関との連携による体験的な活動の実施による生徒の社会性等の向上 

・近隣大学や地域人材を活用した国際交流を通じた文化理解・外国語教育の充実 

緑 中 学 校 

・地域学校協働本部と連携した地域人材の活用やボランティア活動の推進 

・家庭や地域学校協働本部と未来を生きる子どもの姿の共有 

・東京学芸大学・小金井北高校・学区域の小学校と連携した教育活動の展開 

南 中 学 校 

・学校運営協議会での熟議及び地域学校協働活動の活用による地域や家庭の意見を反映さえた学

校運営 

・地域人材や外部機関を活用したキャリア教育の充実 

・地域の行事や防災訓練等の積極的な参加による、協働する力や創造力、社会参画意識の向上 

 



４ 学校の教育目標及び基本方針 

項   目 小学校 
（全９校） 

中学校 
（全５校） 

※子どもの権利を大切にする学校づくり ９校 ５校 

※教育相談の充実、不登校・いじめ・課題のある児童・生徒への組織
的な対応、個人指導ファイルの活用 

９校 ５校 

※学校いじめ防止基本方針を基にした、組織的ないじめ対策や未然防
止に向けた取組の充実や校内支援体制 

９校 ５校 

心の教育の充実、自他の生命を尊重する態度の育成 ９校 ５校 

 道徳科の充実、考え・議論する道徳の推進 ９校 ５校 

※授業変革・学力向上の推進（子ども主体の学びや探究的な学習活動
等） 

９校 ５校 

デジタル学習基盤を効果的に活用した「個別最適な学び」と「協働
的な学び」の一体的な充実 

９校 ５校 

 読書活動の推進 ９校 ５校 

オリンピック・パラリンピック教育の成果を基にした「学校２０２
０レガシー」の推進 

９校 ５校 

キャリア教育の推進 ９校 ５校 

 特別支援教育の充実、合理的配慮の実施 ９校 ５校 

社会の問題を自分事化する教育活動の実施 ９校 ５校 

 食育の推進、がん教育を始めとする健康教育の充実 ９校 ５校 

学校危機管理マニュアルに沿った防災及び安全教育の推進（避難訓
練の改善、安全指導の充実等） 

９校 ５校 

 道徳授業地区公開講座の実施 ９校 ５校 

 セーフティ教室・薬物乱用防止教室の実施 ９校 ５校 

※デジタル・シティズンシップ教育の推進 ９校 ５校 

 特色ある学校づくり ９校 ５校 

※コミュニティ・スクールの推進（地域の教育資源の活用等） ９校 ５校 

グローバル社会を生きるための外国語教育及び国際理解の充実 ９校 ５校 

（小学校のみ）幼児期の教育及び中学生以降の教育との円滑な接続 ９校  

（中学校のみ）小学校教育及び高等学校教育との円滑な接続  ５校 

（小学校のみ）プログラミング教育に関する授業の実施 ９校  

（中学校のみ）職場体験（３日以上）  ５校 

※ 令和８年度学校教育重点課題 



５ 年間授業日数等 

内  容 小学校（全９校） 中学校（全５校） 

儀
式
的
行
事 

始 業 式 ４月 ６日（月）９校 ４月 ６日（月）５校 

入 学 式 ４月 ６日（月）９校 ４月 ７日（火）５校 

修 了 式 ３月２４日（水）９校 ３月２５月（木）５校 

卒 業 式  ３月２５日（木）９校 ３月１９日（金）５校 

年
間
授
業
日
数 

１ 年 １９９ ２０２～２０５ 

２ 年 １９９ ２０３～２０７ 

３ 年 １９９ １９９～２０３ 

４ 年 １９９  

５ 年 １９９～２００  

６ 年 ２００  

 

６ 道徳科・学級活動等 

 内  容 小学校（全９校） 中学校（全５校） 

道
徳
科 

１ 年 ３４ ３５～３７ 

２ 年 ３５ ３５～３６ 

３ 年 ３５ ３５～３７ 

４ 年 ３５  

５ 年 ３５  

６ 年 ３５  

学
級
活
動 

１ 年 ３４ ３５～４３ 

２ 年 ３５ ３５～４０ 

３ 年 ３５ ３５～３７ 

４ 年 ３５  

５ 年 ３５  

６ 年 ３５  

ク ラ ブ 活 動 １２  

安 全 指 導 １１回 １１回 

避 難 訓 練 １１回 １１回 

 



７ 総合的な学習の時間 

内  容 小学校（全９校） 中学校（全５校） 

１ 年  ５０～５２ 

２ 年  ７１～８０ 

３ 年 ７０ ７０～７１ 

４ 年 ７０  

５ 年 ７０  

６ 年 ７０  

 

８ 長期休業日の弾力的運用 

学 校 夏季休業日 冬季休業日 春季休業日 休業日の短縮 

第一小学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

第二小学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

第三小学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

第四小学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

東小学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

前原小学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

本町小学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

緑小学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

南小学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

第一中学校 7/21～8/26 12/26～1/7 3/26～4/5 ３日 

第二中学校 7/21～8/25 12/26～1/7 3/26～4/5 ４日 

東中学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

緑中学校 7/21～8/27 12/26～1/7 3/26～4/5 ２日 

南中学校 7/21～8/31 12/26～1/7 3/26～4/5 なし 

 









 

令和８年３月２６日 

 

 小金井市教育委員会 

教育長 大熊 雅士 様 

 

小金井市立学校部活動の地域連携に関する検討委員会 

                            委員長 金子嘉宏 

 

 

小金井市立学校部活動の地域連携の在り方について（答申） 

 

 

 

 令和６年２月１３日付け小教生生発第５０４号の諮問について、別紙のとおり答申

します。 

報告事項４資料 



 

 

 

 

 

 

小金井市立学校部活動の地域連携の在り方について 

（答申） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

小金井市立学校部活動の地域連携に関する検討委員会 
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１ はじめに 

  学校の部活動は、これまで多くの子どもたちにとって、仲間と出会い、好きなことに

打ち込む大切な場となってきました。しかし、その運営のあり方は今、大きな転換期を

迎えています。 

  本来、部活動は授業とは異なる「教育課程外」の活動です。しかし実際には、学校に

欠かせない教育的活動として扱われ、教員が勤務時間外を含めてその責任を一手に担う

状況が常態化してきました。その結果、教員にとっても、そして生徒にとっても、負担

が持続不可能なほど大きくなっています。「必ず行わなければならない」という無言の

圧力は、本来あるべき「自発的な活動」という側面を希薄にさせてきました。 

  また、機会の公平性という課題も見過ごせません。現在は特定の運動部や文化部だけ

が公的な支援（学校予算や施設）を受けられる一方で、同じように学びや成長につなが

る活動であっても、部活動として認められず、高額な月謝が必要になる場合があります。

子どもたちが家庭の経済状況や学校の設置種目に左右されず、自らの興味・関心に応じ

て活動を選択できる環境を整えることは、現代社会において不可欠な視点です。 

  さらに、これからの社会で求められる「主体的で、探究的な学び」の観点からも、部

活動を捉え直す必要があります。単にスキルを磨くだけでなく、試行錯誤や対話を通し

て探究を深める場とするためには、一方的に教える指導者ではなく、学びに伴走する大

人の存在が欠かせません。さらに、学校という枠組みを超え、多様な大人や専門性とつ

ながることのできる開かれた環境が求められます。 

  本委員会は、令和５年１２月２１日 に設置され、令和６年２月１３日に小金井市教育

長から「小金井市立学校部活動の地域連携の在り方」について諮問を受けました。 

前述の背景を踏まえ、本委員会では二つの視点から議論を重ねてきました。一つは、

喫緊の課題として、教員が過度な負担を負わずに済む環境を早急に構築すること。もう

一つは、中長期的な視点から、小金井市の豊かな地域資源を活かし、中学生が自分のや

りたいことに主体的に挑戦できる「放課後の新しい姿」を描くことです。 

  本答申は、部活動の地域展開を通じて、子どもたちの学びと成長、そして持続可能な

教育環境を実現するための方向性を示すものです。 

  この改革は、行政や学校だけで完結するものではありません。子どもたちを真ん中に

据え、保護者、地域、市民の皆様とともに支え、育てていくべきものです。本答申が、

小金井市に暮らす皆様とともに、未来を担う子どもたちの放課後について考えるための、

確かな一歩となることを願っています。  
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２ 委員会の実施報告 

⑴ 検討内容 

ア 喫緊の課題である土日の部活動の地域展開について 

イ 今後の小金井市の部活動・地域クラブ活動のビジョンについて 

⑵ 実施報告 

ア 令和 6 年 3 月１１日（月）  

開催場所：市役所第二庁舎８階８０１会議室 

開催時間：１８時００分から１９時３０分 

内容： 

（ア） 委嘱状の交付・自己紹介 

ａ 各委員へ委嘱状が交付された。 

ｂ 委員それぞれの専門分野や部活動に対する思いを含めた自己紹介が行われ、

検討委員会の体制が整った。 

（イ） 正副委員長の互選 

ａ 委員による互選の結果、委員長に金子委員、副委員長に塩原委員が選任され

た。 

（ウ） 小金井市学校部活動の地域連携の在り方について（諮問） 

ａ 教育長より委員会に対し、少子化や教員の働き方改革を踏まえた「本市にお

ける持続可能な部活動のあり方」について正式に諮問がなされた。 

   （エ） 会議の運営等について 

ａ 会議の公開・非公開の取り扱いや、傍聴規定、会議録の作成・公表方法な

ど、今後の円滑な運営に向けたルールが確認された。 

（オ） 国、東京都の動向、小金井市の現状について 

ａ 国の動向：スポーツ庁による「休日部活動の地域移行」の推進期間や、地域

連携の必要性について共有された。 

ｂ 市の現状：市内中学校の部活動数や顧問の配置状況、教員の負担感など、小

金井市が抱える現状の課題が事務局より報告された。 

（カ） その他 

ａ 今後の年間スケジュール案が示され、実証実験の検討や答申に向けた議論を

段階的に進めていくことが確認された。 

イ 令和６年７月２６日（金）  

開催場所： 小金井市民会館 萌え木ホール３階 A 会議室 

開催時間：１８時３０分から２０時３０分 

内容： 

（ア） 学校部活動の地域連携・地域移行の概要など、小金井市における部活動の連携 

について 

ａ 全国・都内の動向：国は令和７年度までを推進期間とし、令和８年度以降の
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地域移行を目指している。都内では渋谷区や港区などが先行して取り組んでい

る。 

ｂ 市内中学校の現状：休日は平均９部活動（主に運動部）が活動し、ほぼ全て

の部活動に顧問が参加している。 

ｃ 現場教員の意見：地域移行による「働き方改革」への期待がある一方、「指

導の質の確保」「受益者負担（月謝等）による教育格差」「大会運営体制」へ

の不安など、多くの課題が示された。 

ｄ 課題解決の方向性：運営委託によるトラブル対応の仕組み化や、経済的困難

世帯への公費支援の検討が必要である。 

（イ） 小金井市の学校部活動のあり方について（ワークショップ） 

ａ 目指すべきビジョン：「競技性を追求する環境」と「多様な種目を体験でき

る機会」の両立について議論された。 

ｂ 新しい発想：１つの部活動に打ち込むだけでなく、兼部やマルチな活動を認

める「当事者（生徒）主体」の柔軟な仕組みづくりが提案された。 

ｃ 教員の関わり方：指導を希望する教員は継続し、希望しない教員は負担を軽

減できる住み分けの実現を目指す。 

（ウ） 今後の予定について 

ａ スケジュール：次回（第３回）を９月、第４回を１２月に開催する予定であ

る。 

ｂ モデルの構築：令和７年度中に一定の解決策をまとめ、令和８年度のモデル

展開に向けて協議を継続する。 

ウ 令和６年９月２４日（火） 

開催場所： 前原暫定集会施設２階Ｂ会議室 

開催時間：１８時３０分から２０時３０分 

内容： 

   （ア） 前回会議録の確認 

ａ 第２回検討委員会の会議録について内容の確認が行われ、承認された。 

（イ） 小金井市における学校部活動の地域連携について 

ａ 実証実験の計画：緑中学校バスケットボール部での実証実験に向けた着眼点

を共有した。 

ｂ 検証内容：指導員の専門性による生徒の意欲向上、顧問の負担軽減効果、お

よび外部委託時の安全管理体制を検証することを確認した。 

ｃ 主な意見：「単なる技術指導だけでなく、生徒の心のケアや学校との情報共

有ルール作りが重要である」との意見が出された。 

   （ウ） 小金井市の学校部活動のあり方について 

ａ ビジョンの深掘り：前回に続き、小金井市が目指すべき部活動の「ビジョ

ン」について議論した。 
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ｂ 議論の要点：「勝利至上主義」ではなく「子どもたちの居場所づくり」や

「多様な選択肢」を重視する方向性を確認した。 

ｃ 課題の整理：受益者負担（費用）のあり方や、学校外での活動における責任

所在の明確化について、より本質的な議論が必要であると共有された。 

 （エ） 今後の予定について 

ａ 実証実験の実施：緑中学校にて検証を開始する。 

ｂ 次回の予定：実証実験の中間報告および、答申に向けた骨子案の検討を次期

委員会にて行う予定である。 

エ 令和６年１２月１８日（水） 

開催場所：小金井市役所第二庁舎８階８０１会議室   

開催時間：１８時３０分から２０時３０分 

内容： 

（ア） 前回会議録の確認 

ａ 第２回および第３回の会議録について内容の確認が行われ、承認された。 

（イ） 小金井市における学校部活動地域連携について 

ａ 実証実験の進捗報告：緑中学校バスケットボール部での実証実験の実施状況

を共有した。 

ｂ 主な検証内容：指導員派遣による「専門的な技術指導」と「顧問の負担軽

減」の効果を中間検証した。 

ｃ 議論の要点：実証実験の現場見学の要望が出されたほか、単なる「場所の提

供」に留まらない、学校・保護者・指導員間のスムーズな情報共有や緊急時連

絡体制の重要性が改めて議論された。 

   （ウ） 小金井市の学校部活動のあり方について 

ａ 地域連携のビジョン策定：前回の議論を踏まえ、小金井市が目指すべき「部

活動の地域連携のビジョン」を協議した。 

ｂ 議論の要点：競技力の向上のみならず、子どもたちが多様な活動を選択で

き、学校・地域が無理なく連携できる「小金井モデル」の構築について意見交

換を行った。 

    ｃ 課題の深掘り：受益者負担（月謝等）の適正価格や、指導員の質の担保、大

会引率の責任所在など、制度化に向けた具体的な懸念事項が整理された。 

   （エ） 今後の予定について 

ａ 答申に向けた作業：実証実験の最終結果を精査し、次年度以降の地域移行に

向けたガイドライン作成や答申（案）の取りまとめを行う予定である。 

ｂ 次回の予定：第５回検討委員会において、実証実験の最終報告および答申案

の具体的検討を行うことを確認した。 

オ 令和７年２月１３日（木） 

開催場所：小金井市民会館 萌え木ホール３階Ａ会議室  
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開催時間：１８時３０分から２０時３０分 

内容： 

（ア） 前回会議録の確認 

第４回検討委員会の会議録について、委員の意見を反映した内容で確認が行わ

れ、承認された。 

（イ） 小金井市における学校部活動の地域連携について 

ａ 実証実験の中間報告：緑中学校バスケットボール部での実施状況が報告され

た。生徒の参加は安定しており、指導員の配置による技術向上の兆しが見られ

る一方、学校とのタイムリーな情報共有や、代行指導員の確保体制などが今後

の課題として共有された。 

ｂ 現場見学のフィードバック：２月１日に実施された部活動見学を通じ、委員

から「生徒が楽しそうで良い雰囲気であった」との感想や、「顧問の参加が必

須のままでは教員の負担軽減に繋がらないのではないか」といった懸念点が示

された。 

（ウ） 小金井市の学校部活動のあり方について 

ａ ビジョン策定に向けたワークショップ：小金井市の部活動が目指すべき「あ

りたい姿（ビジョン）」を描くためのワークシート作成およびグループワーク

を実施した。 

ｂ 主な議論の要点： 

（ａ） 教員の労働環境改善 

「先生が不幸せにならない部活動」の重要性が強調され、対価の支払いや

休日の完全な切り離しを求める切実な意見が出された。 

（ｂ） 費用のあり方 

地域移行を見据えた「受益者負担（月謝制）」の導入可能性や、経済性困

難世帯への公費助成について具体的な金額案を含めた議論が行われた。 

（ｃ） 大会出場の担保 

地域クラブへ移行した際の「中体連大会への出場枠」の確保や、発表の場

をどう維持するかについて要望が寄せられた。 

カ 令和７年７月２３日（水） 

開催場所：小金井市第二庁舎 ８階８０１会議室 

開催時間：１８時３０分から２１時００分 

内容： 

（ア） 新規就任委員の紹介 

（イ） 前回会議録の確認 

ａ 第５回検討委員会の会議録について内容の確認が行われ、異議なく承認され

た。 

ｂ 東京都のガイドラインにおける外部指導者の大会引率の扱いについて、都立
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学校での仕組み（校長による委嘱等）に関する補足報告が行われた。 

（ウ） 小金井市における学校部活動の地域連携について 

（エ） 小金井市の学校部活動のあり方について 

ａ 実証実験の結果報告：緑中学校バスケットボール部での実施結果（令和７年

１〜３月）が報告された。生徒の意欲向上や技術改善、顧問の土日負担軽減に

おいてポジティブな成果が得られた一方、平日との指導方針の乖離や情報共有

体制の構築が今後の課題として示された。 

ｂ 地域連携の事例紹介：剣道連盟による第二中学校および他校生徒を対象とし

た合同稽古の取り組みが報告された。 

ｃ 国の動向と市の方向性：国より示された「地域展開」への名称変更や、令和

１３年度までの休日地域移行完了を目指す方針について事務局より説明があっ

た。これを踏まえ、本委員会を審議会へ引き継ぎ、次年度以降に具体的な計画

策定に入る方針が確認された。 

（オ） 今後の予定について 

ａ 本委員会の答申を年度内に取りまとめるためのスケジュールを共有した。 

ｂ 次回以降の開催日程（令和７年度分）を含む予定表が配布され、委員長と協

議の上で詳細を連絡することを確認した。 

キ 令和７年１１月２６日（水） 

開催場所：小金井市第二庁舎８階８０１会議室  

開催時間：１８時３０分から２１時００分 

内容： 

（ア） 前回会議録の確認 

ａ 第６回検討委員会の会議録について、委員からの修正依頼を反映した内容で

確認が行われ、承認された 。 

（イ） 小金井市における学校部活動の地域連携について 

ａ 答申に向けた叩き台の検討： 事務局より提示された「答申の叩き台」に基づ

き、具体的な文言や構成について協議した 。 

ｂ 議論の要点：令和１３年度に向けた「地域移行（展開）」のステップとし

て、まずは指導員配置などの「地域連携」から段階的に進める方針を確認し

た 。 

ｃ 「教員の負担軽減」だけでなく「生徒の多様な選択肢の確保」を両立させる

ため、拠点校方式や合同部活動の可能性について意見交換を行った。 

ｄ 指導員の質や安全確保、受益者負担（費用）のあり方など、市民や保護者に

丁寧に説明すべき項目を整理した 。 

（ウ） 今後の予定について 

ａ 答申案のブラッシュアップ： 今回の議論や委員からの追加意見（１２月５日

締切）を反映し、事務局で答申案を修正する 。 
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ｂ 次回の予定： 令和８年１月に検討委員会を開催し、最終的な答申内容の取り

まとめを行う予定である 。 

ク 令和８年１月２０日（火）  

開催場所：小金井市第二庁舎８階８０１会議室  

開催時間：１８時３０分から２１時００分 

内容： 

（ア） 前回会議録の確認 

（イ） 小金井市における学校部活動の地域連携について 

     引き続き「答申の叩き台」に基づき、内容を協議した 。 

（ウ） 今後の予定について 

（エ） その他 

ケ 令和８年３月１７日（火）  

開催場所：前原暫定集会施設１階 A 会議室  

開催時間：１８時３０分から１９時３６分 

内容： 

（ア） 前回会議録の確認 

（イ） 小金井市における学校部活動の地域連携について 

     答申最終版について説明した 。 

（ウ） その他 

 

 

３ 学校部活動の地域連携・地域移行（展開）を取り巻く状況 

⑴ 国の動向 

ア 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革（令和２年９月） 

休日の部活動の指導を望まない教師が休日の部活動に従事しないことなどを方向

性とし、具体的な方策として、休日の部活動の段階的な地域移行を令和５年度以降

に段階的に実施することと、合同部活動やＩＣＴの推進、地方大会の在り方の整理

による合理的で効率的な部活動の推進を示す。 

イ 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン

（令和４年１２月） 

大きく以下の４点が示される。 

（ア） 学校部活動 

教育課程外の活動である学校部活動について、実施する場合の適正な運営等の

在り方を、従来のガイドラインの内容を踏まえつつ示す。 

・ 教師の部活動への関与について、法令等に基づき業務改善や勤務管理 

・ 部活動指導員や外部指導員を確保 等 

（イ） 新たな地域クラブ 
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学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携・協働により生徒の

活動の場として整備すべき新たな地域クラブ活動の在り方を示す。 

・ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実 

・ 休日のみ活動する場合も、原則として１日の休養日を設定 等 

（ウ） 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備 

新たなスポーツ・文化芸術環境の整備にあたり、多くの関係者が連携・協働し

て段階的・計画的に取り組むため、その進め方について示す。 

・ まずは休日における環境整備を推進 

・ 令和５〜７年度までの３年間を改革推進期間として地域連携・地域移行に取

り組み、可能な限り早期の実現を目指す。 

（エ） 大会等の在り方の見直し 

学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活動の参加者のニーズ等に応じた

大会等の運営の在り方を示す。 

・ 大会参加資格を、地域クラブ活動の会員等も参加できるよう見直し 

・ できるだけ教師が引率しない体制の整備、運営に係る適正な人員確保 等  

ウ 地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議最終とりまとめ（令

和７年５月１６日） 

改革の理念及び基本的な考え方の中で、地域全体で連携して行う取り組みのうち、

「地域移行」という名称を「地域展開」に変更 

（ア） 改革の理念及び基本的な考え方 

ａ 改革の主目的：急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的に

スポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実させることを主目的とする。 

ｂ 地域連携のあり方：学校単位で部活動として行われてきた活動を、地域全体

で関係者が連携して支え、生徒の豊かで幅広い活動機会を保障する。 

ｃ 名称の変更と意義：地域全体で連携して行う取り組みのうち、「地域移行」

という名称を「地域展開」に変更する。地域クラブ活動においては、学校部活

動が担ってきた教育的意義を継承・発展させつつ、新たな価値を創出すること

が重要とされる。 

   （ イ ） 今後の改革の方向性 

ａ 令和８〜１０年度を前期、１１〜１３年度を後期とする「改革実行期間（仮

称）」と位置づけ、同期間内に休日については全ての学校部活動の地域展開を

目指す。 

ｂ 費用負担の在り方として、受益者負担の考え方が示される。 

ｃ 各論（個別課題への対応等）として、①運営団体・実施主体の体制整備、②

指導者の質の保障・量の確保、③活動場所の確保、④移動手段の確保、⑤大会

等の運営の在り方、⑥関係者の理解促進、⑦生徒の安全確保、⑧障がいのある

生徒の活動機会の確保の８点が挙げられる。 
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⑵ 都の動向 

ア 学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画（令和７年３月） 

（ア） 令和５〜７年度の改革推進期間における取組の展望を明らかにし、休日等にお   

ける都立公立中学校等の地域移行・地域連携を推進することを目的に策定 

（イ） 推進目標を、令和７年度末までに、都内全ての公立中学校等で、地域や学校 

の実態に応じ、地域連携・地域移行に向けた取り組みが行われていることを目指

すとともに、休日に教員が部活動の指導に携わる必要がない環境の構築を、段階

的かつ早期に実現していくとする 

（ウ） 地域連携・地域移行に係る成果指標として、地域クラブ活動へ参加したいと考    

える生徒の増加、教員が指導に携わらない休日の部活動の増加、教員の部活動へ

の従事時間の縮減を設定 

イ 学校部活動及び地域クラブ活動に関する総合的なガイドライン（令和５年３月） 

（ア） 生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動の機会の確保、学校における教員の負担   

軽減を図るために策定 

（イ） 主な方向性として、①学校部活動の改革、環境整備②生徒の自主的・自発的な 

参加になるよう指導体制を構築③科学的トレーニングの導入等による合理的かつ効

率的・効果的な活動の実施④休養日や活動時間の適切な設定⑤部活動指導員及び外

部指導者の積極的配置が挙げられる 

 

４ 委員会での検証と課題の設定 

⑴ 市内の部活動の状況について 

ア 部活動の状況（令和 7 年度４月現在） 

（ア） 各校の部活動の生徒数 

小金井市立中学校では、令和 7 年度 4 月現在、運動部１３部活、文化部１３部

活の合計２６部活が開設されており、在籍生徒数は合計１,８４４名である。 

運動部合計：１,１９３名 文化部合計：６５１名 

生徒の活動状況を見ると、特にバスケットボール部、硬式テニス部、サッカー

部などの運動部に生徒が集中している傾向が見られる。 

 

部活名 一中 二中 緑中 東中 南中 合計 

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 

陸上     ９ ３     １２ 

サッカー ３３  ３１ １ ３１  ３０  ２９  １５５ 

野球 ３３  ２７ ２     １６  ７８ 

ソフトボール          １６ １６ 

硬式テニス ２６ １０ ４９ １２ ４３ ３２     １７２ 

運動部の生徒数内訳（R７年度４月現在） 
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（イ） 部活動指導員・外部指導員の配置状況 

ａ 部活動指導員 

本市の部活動指導員の配置状況は以下の通りである。 

・ 配置校：第一中学校、第二中学校、東中学校、緑中学校、南中学校 

・ 指導員数： １５名（R７.６.１現在） 

・ 担当部活動：野球部、テニス部、卓球部、バドミントン部、ウインドアン

サンブル部、女子バレーボール部、男子バスケットボール部、弦楽部、男女

テニス部、合唱部、女子ソフトボール部など、多岐にわたる部活動に配置さ

れている 

・ 勤務条件の例：時給は１,３４０円（R７.４.１現在）。 

・ 年間総勤務時間は５１５時間程度（学期中週１１時間、長期休業中 週１５

時間）。勤務時間は、平日１６時〜１８時、土日８時３０分〜１７時００分

ソフトテニス  ２９      ３８   ６７ 

バスケットボール  ２４ ３８ １９ ３５ ３２ ３１ １７ ２８ ３６ ２６０ 

バドミントン    ４１   ３１ ９  ３９ １２０ 

卓球 ２３ １０   ３０ ２１   ３３ ７ １２４ 

バレーボール １１ ２６  ２２  ３１  ３１   １２１ 

トレーニング         ２０ ８ ２８ 

剣道   １０ ６       １６ 

水泳     １８ ６     ２４ 

部活名 一中 二中 緑中 東中 南中 合計 

男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 

吹奏楽 １５ ２５ １０ ２５  １５ ２１ ９ ２８ １４８ 

弦楽     ３0     ３０ 

工芸・手芸 ２５ ２０        ４５ 

料理(家庭科)     １５   １２ １８ ４５ 

英語      １５ １ １３ ５ ３４ 

国際理解        ２４ １１ ３５ 

手話      １ ８   ９ 

美術 ４ ２９ １０ ２０ １０ ５ ２２ ６ ３０ １３６ 

合唱     ３０     ３０ 

ロボット工作     ４０     ４０ 

茶道   ６ ２７ ２５     ５８ 

かるた     １５     １５ 

ガーデニング   ２４ ２      ２６ 

※本表の数値は、委員調べによる調査・収集結果 

文化部の生徒数内訳（R７年度４月現在） 

※本表の数値は、委員調べによる調査・収集結果 
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の間で３時間（大会時最大７時間３０分）などが予定されている。 

ｂ 外部指導者 

本市の外部指導員（有償ボランティア）の配置状況は以下の通りである。 

・ 配置校： 第一中学校、第二中学校、東中学校、緑中学校、南中学校（全５

校） 

・ 指導員数：計４７名（現在） 

・ 担当部活動： 吹奏楽部、剣道部、茶道部、弦楽部、サッカー部、ウインド

アンサンブル部、バスケットボール部、バレーボール部、野球部、合唱部、

ソフトテニス部、美術部、バドミントン部、など、運動部・文化部を問わず

多岐にわたる部活動に配置されている。 

・ 謝礼・活動条件の例：謝礼は、部活動の指導回数に応じた有償ボランティ

アとしての支給である。指導時間は、原則として１回あたり２時間を想定し

ている。活動時間や回数は、各部活動の年間計画に基づき実施されている。 

イ 各校の部活動の土日の活動状況 

（ア） 小金井市立中学校における休日（土日、祝日）の部活動の現状について、各校

の活動している部活動数と活動頻度状況は以下の通りである。 

a   活動部活動数 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 活動頻度：運動部の多くは「月４回程度、大会がある場合は土日両日」を基

本としている。文化部についても、「月４回程度（吹奏楽、ウインドアンサン

ブル）」の活動が多い一方、活動頻度の少ない部（手芸部、工作部：月１回程

度、美術部：学期１回程度）も存在する。 

ｃ 教員（顧問）の休日参加状況 

教員（顧問）：多くの部活動で教員（顧問）が「必ず（ほぼ）参加」または

「必ず参加」しており、教員による指導が中心となっている。例外として、部

活動指導員がいるため顧問の参加頻度が下がるケースや、土日どちらかの参加

となるケースも見られる。 

 

 

 

中学校 休日に活動している部活動数 

第一中学校 １２（運動８、文化４） 

第二中学校 １０（運動 9、文化 1） 

東中学校 ７（運動６、文化１） 

緑中学校 ９（運動７、文化２） 

南中学校 ８（運動７、文化１） 

合計 ４６（運動３７、文化９） 
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（イ） 部活動指導員の配置実態（「なし」が多数） 

部活動指導員：現状、「なし」の部活動が最も多い。 

一方で、外部指導員や部活動指導員が休日の活動に「ほぼ毎日参加」、「ほぼ

参加」している例もある。部活動指導員が顧問の代わりに指導を担うケースや、

顧問と共同で指導にあたるケースも存在する。 

 

a   休日における部活動指導員未配置の部活動数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 地域移行に対する教員の意識 

地域移行の可能性：現状では「困難」とする部活動が多い。一方で、「人材が

いれば可能」や「条件が整えば可能」、「可能性あり」といった前向きな見解、

または「可能」と回答している学校もある。地域移行を実現するための課題とし

て、「受け入れ団体、活動場所、指導員」の確保などが挙げられている。 

 

 

 

 

 

 

中学校 休日に活動して

いる部活動数 

うち、休日における部活動指導員 

「未配置」部活動数 

第一中学校 １２ ６ 

第二中学校 １０ ８ 

東中学校 ７ ４ 

緑中学校 ９ ７ 

南中学校 ８ ６ 

合計 ４６ ３１ 

学校名 顧問の参加状況詳細 特記事項 

全校共通 ほとんどの部活動で顧問が「必ず参加」 

教員の献身的な指導により休日活動が維持されて

いる 

第一中学校 １１名の顧問が必ず（ほぼ）参加 非常に高い割合で顧問が休日出勤を担っている 

第二中学校 ９名の顧問が必ず参加 

指導員がいる場合でも、４回中３回は顧問が参加

しており、負担軽減が限定的である 

緑中学校 ７名の顧問が必ず参加 

指導員が不在の際は、最大２名が追加で参加する

体制となっている 
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ウ 検証結果 

（ア） 活動機会の確保と教員の負担 

４６部活動で休日の活動がなされており（運動部３７、文化部９）、生徒の活

動機会が確保されている。しかし、その多くで顧問が「必ず参加」しており、高

い活動頻度と相まって指導側の負担が恒常化している。 

（イ） 指導体制の「身分と責任」の課題 

部活動指導員（１５名）や外部指導員（４７名）の配置は進んでいるが、大会

引率や責任を担える『部活動指導員』の不足により、依然として教員が責任者と

して立ち会わざるを得ない状況が負担軽減の壁となっている。 

（ウ） 地域移行に対する教員の意識と課題 

地域移行の可能性については、現状では運営体制や責任所在の不透明さから

「困難」とする部活動が多い。一方で、「人材の確保」や「運営団体の整備」と

いった諸条件が整うことを前提に、「可能」または「可能性を探りたい」とする

前向きな見解も半数近く見られた。 

エ 課題の設定 

（ア） 教員の働き方改革 

教員の本来の業務である授業準備や児童生徒理解に注力できる環境を整えるた

め、部活動に伴う時間外勤務、特に休日（土日）の指導・引率・運営業務を大幅

に減少させる。 

（イ） 生徒の多様なニーズへの対応 

生徒がやりたい活動をできるような仕組みをつくり、生徒が自らの意思で活動

内容を選択し、自分たちが主体となれる活動や余白を検討。 

（ウ） 地域連携体制の構築 
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生徒がより専門的かつ安全に活動できる「地域全体の教育力」を活用した受け

皿を整備する。地域展開を実現するための喫緊の課題として、以下の３点が整理

された。 

ａ    受け入れ主体の確立：学校に代わって活動を管理・運営する責任団体の明確

化。 

ｂ 活動場所の確保：学校施設（学校校庭・体育館・音楽室・美術室）の円滑な

利用調整や、市公共施設・民間施設の活用。 

ｃ 指導員の量と質の担保：専門的指導ができ、かつ生徒指導の理解もある指導

員の安定的な確保。これらの課題を一つずつ解消していくことが、教員の不安

を払拭し、持続可能な体制へ移行するための必須条件である。 

 

⑵ 担当教員の意見 

ア アンケート結果 

令和６年６月、学校部活動の地域連携・地域移行について、市内中学校教員へア

ンケートを実施。第２回検討委員会等において、以下のとおり主な意見が抽出・発

表されている。 

    ■意見の種類 件数 

懸念  21 件 

要望  10 件 

期待  8 件 

疑問  2 件 

合計  41 件 

イ 主な内容 

（ア） 懸念 

ａ 指導者の質と責任の所在：指導者の確保・専門性・適正審査の担保、事故・

不適切な指導があった場合の責任の所在（学校か地域指導者か）が最大の懸念

である。 

ｂ 教員の負担残存：中途半端な移行により、結局教員に負担（雑務、トラブル

対応、未参加教員へのしわ寄せ）が残り、むしろ増加するのではないか。 

ｃ 制度・運営：指導員の低額報酬による制度破綻、活動内容の「ブラックボッ

クス化」、中体連大会運営の担い手、学校外活動時の事故責任の不明確さなど、

制度設計への不安が多い。 

（イ） 要望 

ａ 教員への適切な報酬：引き続き部活動に関わる教員に対し、地域指導員と同

等の報酬を支払うべきである。 

ｂ 制度の明確化：いつから移行するのか、今後の見通しや日程をはっきりと提

示すること。 
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ｃ 公平な進め方：「活動頻度」などを考慮した移行対象部の決定や、学校任せ

ではない安心できる指導資格制度の整備を求める。 

（ウ） 期待 

ａ 教員の働き方改革：完全に地域に移行し、教員が一切関わらなくなることに

よる、時間外の出張・引率の解消と、生徒と向き合う時間や教材研究時間の確

保。 

ｂ 生徒の活動環境改善：教員の異動に左右されない安定的な活動環境の提供、

専門性の高い指導者による技術の向上、部活動の種類増加による生徒の選択肢

の拡大。 

（エ） 疑問 

ａ 制度ルール：地域移行後に生徒から新たな部活動創設の要望があった場合の

対応方法、地域クラブと部活動の違いや、連盟等との関係がどうなるのか。 

ウ 肯定的な意見のまとめ 

（ア） 教員の異動に左右されず安定的な指導が期待できる 

教員が異動しても地域の方が部活動を運営してくださるのであれば、生徒にと

ってメリットがある。また、学校が地域に開かれ、教員の異動に左右されない安

定した活動環境が子どもに提供され、より多くの目や手で子どもの成長をサポー

トできるという点で期待がある。 

（イ） 教員の働き方改革につながることに期待 

部活動の指導に負担を感じていたため、完全に地域に移行し、教員が一切関わ

らなくてよくなるのならば、教員の働き方改革につながる。教員の負担軽減とな

り、部活動の指導に充てていた時間を生徒と向き合う時間や教材研究等を行う時

間が確保できるようになる。 

（ウ） 部活指導を望む教員にはしっかりと対応してもらいたい 

地域移行が行われるとしても教員が引き続き部活動に関わる部分は残ると考え

られるため、その際、部活動に関わっている教員には、地域の方に支払われてい

る報酬と同等の報酬が支払われるべきである。指導者として登録した教員につい

ては、兼職・兼業を原則として認め、希望する教員には特殊勤務手当の増額など

十分な手当が必要である。 

エ 否定的な意見のまとめ 

（ ア ） 教員の負担がどこまで減るのか 

地域移行は働き方改革とされているが、結局のところ部活の実態は変わらず、

移行期間や実施後に学校や教員に負担が向くことになりそうなやり方は避けるべ

きである。また、学校施設を活動で利用する場合に道具の所在確認などの雑務が

教員に残ることや、「何かあったときは教員に負担がかかる」のであれば仕事内

容がさほど変わらなくなること、指導に参加していない教員が事故や問題の対応

に追われ負担が増加することなどが懸念されている。 
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（イ） ケガ対応、保護者対応、部員同士のトラブルなども含めての部活動指導と理解

できているのか 

地域の指導者が行う指導で事故や不適切な指導があったときの責任の所在、教

員に求めている安全管理や服務事故防止を地域の指導者にお願いできるのかとい

う点に疑問がある。また、地域移行後もトラブルや外部人材の指導で起きた問題

の解決を学校に求めるようになるのではないかという懸念があり、救急対応が必

要な場合の学校の関わりの範囲を定めておく必要がある。 

（ウ） 中体連の機能が持続するのか 

中体連の大会運営は各部の専門委員（教員）が中心となって担っているため、

地域移行した場合にその指導者が大会運営まで行えるのかという懸念がある。中

体連との関わりがある以上、学校が関わることは必要であり、地域移行の課題と

なる。 

（エ） 生徒・保護者に費用負担が発生しないようにしたい 

地域クラブや団体に移行し活動費用（場所・レッスン・用具費用）が発生する

場合に、経済的な理由で活動を諦めたり、制限されたりする生徒に対し、補助等

の何らかの措置を検討すべきである。 

（ オ ） 指導者の質や人員の確保など地域差が大きくならないか心配 

本校が行っている部活動すべてについて、地域で担っていただける指導者を配

置できるのかが不明である。そもそも各学校の必要数分の外部人材がいるのか、

指導者の質や数の確保、指導者の適正（パワハラ・セクハラなど）の審査など、

人材確保と質の維持に関して大きな課題がある。この課題解決には、しっかりと

お金をかけて確かな人材を必要数確保することが一つであるとの意見がある。 

オ 検証結果 

部活動の現状に関する検証結果は以下のとおり、具体的な数値を含んだものとな

っている。 

（ ア ） 教員の負担が恒常化している実態 

全４６個の部活動で定期的に休日の活動がなされている（内訳：運動部３７、

文化部９）。特に運動部の多くは「月４回程度、大会時は土日両日」という高い

頻度で活動しており、休日の生徒の活動機会は確保されている一方で、指導を担

う教員側の負担が恒常化している実態がある。 

（イ） 指導体制の不足と教員への負担集中 

部活動指導員（１５名）や外部指導員（４７名）の配置は進んでいるものの、

全２６部活×５校の構成に対しては十分とは言えず、現在も教員のみが担当して

いる部活動が多い。このため、教員が専門外の指導や休日の引率を担う必要が生

じ、教員の大きな負担となっている。 

（ウ） 生徒の活動機会の制約 

学校単位での運営が続くことにより、生徒の活動の選択肢が制約されている。
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各校の設置部活動には偏りがあり（例：特定の学校にしかない部活動など）、生

徒が希望する競技や文化活動が自校にない場合、その機会を十分に得られないと

いう「学校間格差」が生じている。また、今後の少子化に伴い、単独校でのチー

ム編成が困難になる部活動が増加することが予測され、持続可能性の観点から選

択肢がさらに狭まる危機の渦中にある。 

（エ） 検証結果総括 

課題はあるものの部活動の地域への展開に関しては賛成意見が多い。 

課題としては 

ａ 部活動指導を継続したい教員は指導できるのか 

ｂ 部活動の質が維持できるのか 

ｃ 家庭の経済的負担が増えるのではないか 

オ 課題の設定 

（ ア ） 地域に展開した際に上記の課題を解決する。 

 

⑶ 実践検証 

ア 実践検証の目的・概要 

（ ア ） 目的 

本市における学校部活動の地域連携・地域移行を円滑に進めること、生徒、保

護者、学校（顧問）の受け入れ状況の確認、及び教員の負担軽減の効果検証を目

的に、市内中学校の一つの男女バスケットボール部の協力を得て、支援事業者が

実証実験を実施した。背景として、少子化による学校単独でのチーム編成の困難

化や、教員の長時間労働環境の改善といった課題が存在する。 

（イ） 実施概要 

対象：小金井市立緑中学校 バスケットボール部（男子・女子） 

指導体制：顧問３名、指導員２名、巡回者２名 

内容：１０回程度の毎週土曜日の活動を、支援事業者の指導員が中心となって

実施。活動内容は、基礎練習、戦術指導、試合対策、メンタル強化、安全確保等

多岐にわたる。 

（ウ） 調査方法 

実証実験結果を把握するため、活動終了後に生徒（26 名）、保護者（17

名）、教員（3 名）のそれぞれを対象にアンケート及びヒアリングを実施した。 

イ 結果 

生徒、保護者、教員いずれからも専門的指導による技術の向上や土曜日の負担軽

減の実感等の肯定的な意見が多く聞かれた。特に教員アンケートでは、全員が練習

の効率や内容が「少し改善した」と回答し、全員が今後の導入に前向きな姿勢を示

している。 

一方で、平日と土曜日での指導方針の一貫性や、指導員・教員・保護者の三者で
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の簡易な情報共有フローの構築、緊急時の連絡体制の明確化等の課題も浮かびあが

った。 

ウ 実践検証の結果 

（ ア ）    生徒対象の調査 (回答者２６名) 

ａ 肯定的要素：練習への意欲は全員が向上（「とても高まった」または「少し

高まった」）と回答し、チームワークも改善が見られた。特に技術（スキルア

ップ）と戦術の両面で効果を実感した。また、指導員が平日不在で土曜のみの

指導であったことに対し、全員が「困らなかった」と回答しており、週 1 回の

指導でも「週末だけでも十分な刺激になった」など、活動全体への高い影響

力・有効性が確認された。 

ｂ 課題要素：女子は男子に比べ変化の実感がやや限定的であり、指導頻度につ

いて「もっと来てほしい」「平日にも指導希望」といった継続的な関与への要

望が多く見られた。 

（イ） 教員対象の調査(回答者 3 名) 

ａ 肯定的要素：全員が指導員の導入により練習の効率や内容が「少し改善し

た」と回答し、今後も指導員を「導入したい」と前向きな姿勢を示した。ま

た、「土日の負担軽減を実感」し、顧問自身の役割や視点に新たな刺激が得ら

れた。 

ｂ 課題要素：負担軽減がある一方、「指導内容の共有・連携不足リスク」や、

「平日と土曜で指導方針にズレが出るリスク（ギャップ）」といった、持続的

な運営に向けた課題が明確化された。 

（ウ） 保護者対象の調査(回答者 17 名) 

ａ 肯定的要素：練習内容についての不安・懸念は全員が「特にない」と回答

し、運営体制への不安もほとんど見られず、指導スタイルや丁寧な対応により

高い信頼感が得られた。継続導入への期待も高く、「教員負担軽減への貢献」

を評価する声もあった。 

ｂ 課題要素：男子は変化の実感を強く得た保護者が多かったが、女子は変化の

実感が限定的であった。また、欠席連絡ルールなど、より個別最適な運営やコ

ミュニケーション強化を求める意見が一部で見られた。 

エ 全体のまとめ 

（ ア ） 活動の質の維持・向上と高い満足度 

土曜日のみ専門の指導者を導入することにより、部活動の質が大きくは棄損せ

ず、むしろ、専門的な指導による大会成績の向上（男子準優勝、女子優勝）とい

った向上した面も確認された。生徒は全員が練習への意欲が高まり、保護者も練

習内容への不安は全員が「特にない」と回答するなど、生徒や保護者からの大き

な不満は見られず、高い満足度が得られた。教員の立ち合いが必要だったため教

員の時間的な負担は削減されなかった。 
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（イ） 教員の時間的負担の限定的な削減 

顧問は「土日の負担軽減を実感」したものの、大会引率や顧問不在での活動に

は制約があり、今回の実証実験では教員の立ち合いが必要であったため、教員の

時間的な負担は全面的には削減されなかった。 

 

区分 主な傾向 ポジティブな結果 課題・改善点 今後の示唆 

生徒 ・練習意欲向上 

・技術面 

・チームワーク改善 

・技術向上 

・チーム意識 

・やる気アップ 

・指導頻度 

・より個別対応のニーズ 

・平日導入 

・回数増 

・多様な指導ニーズへ

の対応 

保護者 概ね肯定的 

男子＞女子で変化実

感大 

教員負担軽減への貢献期

待、技術向上評価 

・男女の指導目的が違っ

たため、変化実感に個人

差 

・家庭による意見差も 

個別最適な運営＋コミ

ュニケーション強化が

必要 

顧問 外部指導の有効性を

実感 

・教員負担軽減 

・客観的な課題発見 

・指導の刺激に 

指導内容の共有・連携不

足リスク 

・指導員との情報共有

体制強化 

・役割分担の明確化 

   

オ 課題の設定 

実証実験およびアンケート結果から、地域連携・移行を持続的かつ円滑に進める

ために、以下の課題設定を行う必要がある。 

 

（ ア ） 安定した指導体制の構築 

ａ 指導員（外部人材）の安定的な確保と、急なスケジュール変更に対応できる

体制の確立。 

ｂ 指導員と学校・顧問間の情報共有と連携の仕組み化（指導内容の共有不足、

平日と土曜での指導方針の不一致リスクの解消）。 

ｃ 指導員・顧問・保護者の三者間における簡易な情報共有フローの構築。 

ｄ 土日の部活動に教員が関わらず、専門の指導員のみで指導する仕組みをつく

る。 

（イ） 役割分担の明確化と教員の意向への対応 

ａ 顧問の部活動への関わり方（専門指導を任せたいか、管理業務に専念したい

か）の違いを踏まえた、学校と指導者の役割分担の明確化。 

ｂ 指導員の質を担保するための仕組み（資格・適正審査）と、指導を望む教員

への報酬・手当など、教員の意向への対応策の検討。 
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（ウ） 危機管理・運営体制の整備 

ａ 緊急時の連絡ルールと対応フローの明確化（例：指導員遅延時の対応、負

傷・事故対応の責任範囲）。 

ｂ 欠席連絡ルールやリマインドメールの必要性など、保護者からの意見を踏ま

えた柔軟で円滑な運営体制の整備。 

（ウ） 活動機会の公平性の確保と費用負担のあり方 

ａ 少子化に伴う単独校でのチーム編成困難化への対策として、学校の枠を超え

た広域的な活動機会の創出。 

ｂ 地域移行に伴い発生し得る、生徒・保護者への費用負担（会場費、指導費な

ど）が生じないよう、財政的な措置の検討。 

⑷ 剣道の事例 

ァ 事例の内容 

市剣道連盟が実施している中学生部の活動についても委員会の中で紹介され、専

門家の指導による効果や、中学の垣根を超えた交流等の有用性が報告された。 

イ 課題の設定 

中体連の大会へは、中学生部としての団体戦への出場ができない。 

 

５ ビジョンづくり 

生徒の放課後の活動の「ありたい姿」を検討するワークを４回行い、共通の意見とし

ては下記のようなものが見られた。 

⑴ 生徒一人一人がやりたいことをできる限りできる。 

⑵ ⑴が探究的な学びにつながる主体的な活動となっている。 

⑶ ⑴において安全が担保されている。 

⑷ ⑴において教員に過度な負担がかからない。 

 

６ 答申 

⑴ 教員の負担軽減を確実にするための短期的施策について 

下記の施策案を参考として、現状の部活動の土日の活動だけでも教員の負担となら

ないことを最優先とし、実行可能な施策を小金井市として、令和９年度の実施を目途

に、令和８年度中に具体的に検討することを求める。また、実施に当たっては、市

民、保護者、生徒への説明を尽くすことを求める。 

ア 施策案 

（ ア ） 土曜日・日曜日の活動については、学校教員は原則として参加しないものとす

る。学校教員以外の安全管理及び事故等に関する責任を負える指導員を配置でき

ない場合は、活動を行わない。 

（イ） 平日の部活動については、学校教員以外の安全管理及び事故等に関する責任を

負える指導員を配置できない場合は、学校教員の過度な負担が生じないよう、活
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動時間を短縮して実施する。 

⑵ 放課後の活動全体のビジョン及び中長期的方向性について 

下記のビジョン案を参考として、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関

する実行会議 最終とりまとめ」で示された令和１３年度内を最終期限としつつも、教

員の持続可能性及び子どもたちの学びの機会の確保の観点から、できる限り迅速に、

小金井市としての放課後の活動のビジョンを決定し、具体的な計画を立てたうえで、

段階的に実装することを求める。 

ア ビジョン案 

子ども達一人ひとりが 

やりたいことに 

夢中になり、振り返り、 

主体的に学んでいくことを 

大人が伴走していく 

地域クラブ活動 

イ ビジョンを達成するための中長期的な方向性 

（ ア ） 活動内容 

ａ 子ども達一人ひとりがやりたいことを、自己、もしくはチームで、子ども達

が自ら調整したやり方で行う。（活動内容や練習方法についても、子ども達が

主体的に決定する。） 

ｂ 活動の内容を振り返り、記録し、次の活動につなげていく。 

（イ） 活動日 

ａ 平日：原則として子ども達主体の活動とするが、放置ではなく、安全管理・

見守りを行う人材の配置を必須とする。 

ｂ 休日：アドバイザー（民間人材を含む地域人材）または伴走者（地域人材）

と共に活動を行う。 

（ウ） 活動頻度 

ａ 自己、もしくはチームで子ども達が自ら調整した頻度とする（上限は週 5 日

程度）。 

ｂ 複数の活動を並行して行ってもよい。 

（エ） 活動単位 

ａ チームでなくてもよい（一人での活動も可）。 

ｂ 同一学校内に限定しない（必要に応じて市内外も可）。 

ｃ 同年代に限定しない。 

（オ） 必要なサポート体制 

ａ どのような人材が、どの時間帯に必要か 

（ａ） 安全管理を担う人材（安全管理に特化した研修を受講）／平日・休日・試

合等を含む全ての活動 
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（ｂ） 活動の開始、活動中、振り返りを支援する伴走者（地域人材）／週 1 回程

度（土日中心でも可、オンライン活用可） 

（ｃ） 活動に関する専門的知識・技能を有するアドバイザー（指導者ではなく助

言者）／月 1 回程度（オンライン可、地域内外の民間人材を含む） 

【求められる人材の整理】 

役割 主な任務 頻度 求められる資質 

安全管理者 活動中の事故防止、体調

管理、緊急時の対応、施

設利用の安全確認。 

毎回（平日・休

日問わず） 

危機管理能力、応急処

置の知識（市が指定す

る研修の受講）。 

地域伴走者 子どものやりたいことの

整理、活動の振り返り支

援、対話を通じた主体性

の引き出し。 

週 1 回程度（土

日中心、オンラ

イン可） 

コーチングスキル、コ

ミュニケーション能

力、子どもへの深い理

解。 

アドバイザ

ー 

競技や芸術に関する専門

的な技術指導や、壁にぶ

つかった際のアドバイ

ス。 

月 1 回程度（地

域内外の民間人

材、オンライン

可） 

特定の競技・文化芸術

における高い専門性、

助言者としての客観

性。 

ｂ 必要な場所 

（ａ） やりたいことを相談・決定できる場所（居場所、放課後の学校開放、オン

ライン等） 

（ｂ） 活動・発表のための場所（活動内容に応じた施設、学校特別教室等の開

放） 

（ｃ） 振り返りを行う場所（居場所、オンライン、放課後の学校開放等） 

 

⑶ 最後に（今後検討すべき課題） 

本答申を踏まえ、来年度以降に以下の課題について継続的に検討することを求め

る。 

ァ 活動について 

（ ア ） 個別最適で探究的な学びの実現 

（イ） 包摂性の担保 

（ウ） 学びの記録方法及び学校教育との連結 

（エ） 徹底的な安全・安心の担保 

イ 人材について 

（ ア ） 安全を管理する人材の量及び質の担保 
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（イ） 伴走者の量及び質の確保 

（ウ） 多様なアドバイザーをコーディネートする体制整備 

（エ） 教員が伴走者として関わる場合の位置づけ及び制度の整理 

ウ 場所等の環境について 

（ ア ） 居場所の確保 

（ イ ） 活動場所及び試合等の発表の機会の確保 

（ウ） 安全な移動手段の確保 

エ 体制について 

（ ア ） 継続的な運営体制の構築 

（イ） 運営側の安全確保 

（ウ） 継続的な予算措置 

（エ） 教育格差を生じさせないための施策 

（オ） 既存の地域活動との整理 

（カ） 既存の地域のリソースの活用 

オ 保護者・地域の理解協力の促進 

（ ア ） 地域住民及び保護者の理解・協力の促進 

（イ） 学校の責任範囲の明確化 

 



教育委員会の今後の日程

令和８年４月１６日

会　　議　　名 日　　　時 場　　　所

東京都市町村教育委員会連合会
第１回常任理事会・理事会

４月２４日（金）
午後１時３０分

府中市市民活動センター
第５会議室

令和８年
第５回教育委員会定例会

５月１２日（火）
午後１時３０分

８０１会議室

東京都教育施策連絡協議会 ４月下旬～５月末 オンデマンド配信

市教育委員会訪問
５月１８日（月）
午前１０時２５分

前原小学校

令和８年
第６回教育委員会定例会

５月２６日（火）
午後１時３０分

８０１会議室

関東甲信越静市町村教育委員会
連合会総会及び研修会
（新潟大会）

５月２９日（金）
午後１時

上越文化会館
（新潟県上越市）

市教育委員会訪問
７月１日（水）
午前１０時３０分

南中学校

市教育委員会訪問
７月８日（水）
午前１０時３０分

東中学校

令和８年
第７回教育委員会定例会

７月１４日（火）
午後１時３０分

８０１会議室


